
様式７号（第３条関係）

令和2年8月 契約分

令和2年8月26日

令和3年1月22日

契約日

工　期

自

至

地方自治法施行令根拠

随意契約（地方公営企業法施行令第21条第1項
第2号） 9,295,000 円

9,130,000 円

予定価格（税込み）

契約金額（税込み）

東京都中央区明石町
8-1

三機工業㈱

三菱電機ビルテクノサー
ビス㈱　首都圏第一支
社

随 意 契 約 状 況

事業概要 契約相手方

２鹿都計第１３号　鹿嶋市営平井団地内
エレベーター機能維持工事（鹿嶋市大字
平井８８９番地　市営平井団地）

都市計画課 機械器具設置工事 20201067

市営平井団地内エレベーター
機能維持工事　〇各種部品取
替

種別

機械器具設置工事

〇反応タンク攪拌機補修　対象
機P-37A型　1式　〇返送汚泥
ﾎﾟﾝﾌﾟ補修　対象機HSP-150FC
1式

令 和 2 年 度

工事名称（工事場所）

東京都荒川区荒川7-
19-1

令和2年8月25日

1,893,100 円

事業担当課 整理番号

下水道課 20201054

２鹿浄第３２号　反応タンク攪拌機及び返
送汚泥ポンプ補修工事（鹿嶋市大字平井
２２７１番地１　鹿嶋市浄化センター）

随意契約の理由

令和2年8月31日

1,893,100 円
自 令和2年9月1日

至 令和2年12月29日

今回の補修工事は，１系反応タンク撹拌機の地絡発
生による機械停止と１系最終沈殿池の返送汚泥ポン
プの汚泥もれによる部品等を交換し汚水処理施設を
良好な状態に保つため行うものです。既設の設備を熟
知し，現場の状況に精通しているため，契約の相手方
と特定するものです。

随意契約（施行令第167条の2第1項第2号）

工事しようとするエレベーター機器（H15設置）は，定期検査に
よって，各種部材の経年劣化，及び部材寿命や設備基準の改
正等による機能更新時期を迎えており，これに対応するため工
事が必要となった。また，このエレベーター設備はプログラム
管理されており，施工には製作メーカーの有する特殊な技術を
必要とするため競争入札には適さない。
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